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1 課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクト

について 

（1）目 的 

「宇宙基本計画」（令和 5 年 6 月閣議決定）では「大規模災害等に対応しインフラ管理等

に役立て、防災・減災及び国土強靱化を推進」が目標の一つとして掲げられ、その具体的な

アプローチとして、「衛星データの利用拡大、担い手の拡充等を図っていく」こととしてお

ります。 

さらに、令和 5年 12 月に改訂された「宇宙基本計画工程表」においては、「衛星データの

利用拡大に向け、民間事業者による、衛星データを活用した地方自治体を含めた行政機関等

が抱える課題解決につながる新たなサービスの開発を促進するための実証」をすることを明

記しております。 

以上を踏まえ、本事業では、衛星データ利用拡大に向け、衛星リモートセンシングデータ

の利用モデルの効果を実証するとともに、先進的な成功事例の創出をはかりつつ、民間事業

者が自律的に衛星データを用いたソリューション展開を行うことを目的として実施します。 

 

（2）スキーム 

本事業では、公募により広く企画提案を求める「企画競争」として、より先進的な実証

プロジェクトの提案を募集します。 

所定の実証プロジェクト選定手続き（有識者による審査）を経て、対象となる実証プロ

ジェクトが選定された後、当該実証プロジェクトの実証チーム（「2（1）応募主体」参照）

の申請代表者には、本事業の事務局を担う 一般財団法人 日本宇宙フォーラム（以下「事務

局」という。）と委託契約を締結し、国によるプロジェクトとして、実証を行っていただき、

その成果を事務局に提出していただきます。 

その後、事務局において、全ての実証プロジェクトの成果を総合的に分析・検証し、本事

業の成果として、内閣府宇宙開発戦略推進事務局（以下、「内閣府」という。）に報告します。 

 

本事業のスキーム図

・本事業の実証成果を衛星活用事例
として関係府省、地方公共団体に
共有、横展開し、利用を拡大

最終到達点

内閣府宇宙開発戦略推進
事務局

①委託

本事業の事務局
（（一財）日本宇宙フォーラム）

・実証プロジェクトの実施支援
・プロジェクト成果のとりまとめ
・各プロジェクトの結果の分析・

検証

④分析結果の報告

実証チーム

・本事業事務局との委託契約に基
づく、プロジェクトの実施

・各チームごとにテーマの異なる
プロジェクトを実施

②委託、
実施支援

③実施結果の報告

有識者による検討委員会

アドバイザー

・審査によるプロジェクトの
審査・採択

・月例報告や中間報告を踏まえ
た各プロジェクトの進捗確認等

・月例報告や中間報告を踏まえ
た各プロジェクトに対する
アドバイス等
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2 公募条件 

（1）応募主体 

応募主体（実証チームのメンバー）には、原則として衛星リモートセンシングデータを

利用したサービスの、利用者（サービス利用者）及び開発・提供者（サービス提供者）を含

めることとし、サービス利用者と提供者側が一体となって実証できる体制とします。 

本事業は、海外の企業・団体組織の参加を排除するものではありませんが、実証プロジ

ェクトの進捗管理などについて、事務局と適時適切に連絡をとることができるよう、実証チ

ームをとりまとめる申請代表者は、日本に所在する国内の企業・団体組織とします。 

 

（2）実証チームの活動内容 

実証チームの活動内容は、次のとおりです。 

 

ア 課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデルの実証 

（実証内容例）衛星リモートセンシングデータを利用した、課題解決に資するサービスや

アプリケーションの開発・実証 等 

イ 実証を通じた衛星リモートセンシングデータ利用ビジネスモデルの検討 

（検討内容例）衛星リモートセンシングデータ利用上の課題、ビジネスモデルの検討 等 

ウ 成果の報告（指定フォーマットによる） 

 

（3）対象範囲 

ア 応募対象プロジェクト 

新事業・新サービスの創出、既存産業の付加価値向上・生産性向上、地方創生、制度改革

やマニュアル化等による行政利用の促進等に貢献する、実用化を目指した衛星データ利用

モデルの実証提案を募集します。 

 

※なお、衛星リモートセンシングデータの本格的な政府のサービス調達を早期に進めるため、

衛星リモートセンシングデータの利活用を検討している項目に係る推進や、宇宙ビジネス創

出推進自治体（S-NET 推進自治体）における衛星データ利活用を自らの行政に活用すること

の促進、また、近年、情報科学的な手法と、計算資源の急速な充実の中で既存の技術が加速

度的に向上し、衛星分野でも高度な AI 活用による優れた取組が見られることを踏まえ、「衛

星リモートセンシングデータ利活用項目枠」、「S-NET 推進自治体枠」、及び「AI×衛星リモー

トセンシングデータ枠」として、採択する衛星データ利用モデルの実証件数の内、一定程度

採択いたします。 

衛星リモートセンシングデータ利活用を検討している項目として、第 3 回衛星リモートセン

シングデータ利用タスクフォース大臣会合（令和 6年 3月 26 日）の資料 1－1に記載されて

いる項目を基に整理した表を以下に示すので、「衛星リモートセンシングデータ利活用項目

枠」を希望される場合には公募提案書に明記いただくとともに、事前に関係省庁と協議しオ

ブザーバーや実証チームに含めていただく、もしくは事前に関係省庁（※）にご確認の上、地

方自治体の所管部局と協議し、地方自治体の所管部局を実証チームに含めていただきますよ
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うお願いします。（ご参考までに、本資料の 6参考情報 (1)「衛星リモーセンシングデータ利

用タスクフォースについて」をご確認ください） 

※関係省庁の連絡先等が不明な場合、本公募要領の「7 お問合せ先」（20 ページ）にご連絡を

お願いいたします。 

 

 

  

省庁名 案件名
（１）加速期間３年間

（R2.12～R6.3）での取
組概要

（２）「民間（商用）」衛
星の活用状況

（３）「国産民間衛星」
の活用に向けた研究・

開発状況

衛星データを活用した
スマート農業の推進

レ レ －

農地法に基づく
農地の利用状況調査

レ － －

中山間地における
現況調査

レ － －

画像解析による農地の区画ごとの作
付状況の把握手法の開発・調査

－ レ －

保安林等整備 － レ －

国有林のGIS高解像度衛星画像作成 － レ －

適切な森林管理状況
の把握

レ － レ

水田における中干しモニタリング － － レ

eMAFF地図 － － レ

山地災害の状況把握 － － レ

ため池の
地震後における緊急点検

レ － －

地盤沈下監視 レ － －

太陽光発電設備設置状況把握 レ レ レ

自然環境保全基礎調査
サンゴ分布調査

レ レ －

自然環境保全基礎調査
植生調査

レ レ －

農林水産省

環境省
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「S-NET 推進自治体枠」を希望される場合にも、公募提案書に明記いただくとともに、事前に

S-NET 推進自治体と協議し、実証チームに含めていただきますようお願いします。（平成 30年

に、北海道、茨城県、福井県、山口県を、令和 2年に、大分県、福岡県を、令和 5年 3月に、

佐賀県、鹿児島県、鳥取県、群馬県、岐阜県、豊橋市、長野市を「S-NET 推進自治体」として

選定。ご参考までに、本資料の 6参考情報 (2)「S-NET について」をご確認ください） 

 

「AI×衛星リモートセンシングデータ」枠をご希望される場合には、公募提案書に明記いただ

くとともに、以下の活用方法のいずれかを含めた実証をご提案いただきますようお願いしま

す。 

省庁名 案件名
（１）加速期間３年間

（R2.12～R6.3）での取
組概要

（２）「民間（商用）」衛
星の活用状況

（３）「国産民間衛星」
の活用に向けた研究・

開発状況

ダム貯水池の周辺斜面の
地すべり監視・ダム堤体変位監視

レ レ レ

被災時における浸水状況の把握 レ － レ

河川堤防の管理・点検や
河道における樹木の把握等

レ レ レ

土砂災害箇所の確認・監視 レ レ レ

砂防基礎調査実施箇所
の選定

レ － －

海岸侵食の調査 レ レ レ

道路の管理・点検における
のり面性状等の把握等

レ － －

港湾の被災状況の把握 レ レ －

港湾における
CO2吸収量を推計するための
藻場面積の測定

レ － －

都市計画基礎調査における
土地利用現況調査

レ レ －

違法建築の監視 レ － －

不法盛土の監視 レ レ －

PLATEAUにおける
３D都市モデルの整備・更新及び活用

レ レ －

活火山の地殻変動監視 レ － －

衛星による
気象データの充実化・高度化
を通した気象予測の精度向上

レ － －

衛星・AIを活用した地図作成の効率
化

－ レ レ

住宅・社会資本分野における人工衛
星等を活用したリモートセンシング技
術の社会実装

－ － レ

国土交通省
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 衛星画像を高解像度化（※1）するための AI活用 

※1：センサーの持つ解像度を倍以上にし、鮮明化させる。 

 複数の異なる種類の軌道（※2）、センサー（※3）、もしくは解像度（※4）の衛星から観測した

データを融合してまとめて使用するための AI 活用 

※2：本公募提案書における、複数の異なる種類の軌道とは、以下の 2 種類を想定しま

す。 

・軌道傾斜角がおおよそ 90 度付近である極軌道と、軌道傾斜角がおおよそ 45度付近

である傾斜軌道の組み合わせ。 

・衛星が軌道上を進行する方向として、北行軌道と南行軌道の組み合わせ。 

※3：複数の異なる種類のセンサーとは、光学と SAR を指します。 

※4：複数の異なる解像度とは、高解像度（1ｍ以下程度）と中解像度（3ｍ程度）、低解

像度（10ｍ程度）を指します。 

 SAR 衛星について、観測データと航空写真（※5）をまとめて使用するための AI 活用 

※5：航空写真は 2 時期比較において、事前の SAR 衛星の観測データが無い場合に用いる。 

 

イ 応募要件 

応募にあたっては、衛星リモートセンシングデータを用いた先進的な取組であることが必

要です。 

※地上データと効果的に組み合わせる取組は応募対象としますが、実証にあたっては、衛星リモート 

センシングデータの利用を主たる手段に位置付けることとします。 

※衛星測位データ利用のみによる実証は、本事業の応募対象外とします。 

 

下記の内容が提案書に記載されていることが必要です。 

① 実証プロジェクトの提案に至った背景・課題 

② 実証プロジェクトの内容・課題の解決方法 

③ 中間報告会および最終報告会時点での到達目標（定量的・定性的指標） 

④ 本事業の実証計画 

⑤ 実証後の利用モデル実用化までの実施計画・ビジネスモデル 

⑥ 実証するデータ利用モデルの実用化によって期待される効果 

⑦ 実証プロジェクトの実施体制及び役割 

 

（4）実施期間 

2024 年契約締結日（6月中旬～下旬以降）～2025 年 3 月 24 日（月） 

※プロジェクト実施期間は、事務局と実証チームとの契約締結日から2025年 3月 24日（月）

までとします。また、実績報告書は 2025 年 3月 17 日（月）までに必ず提出願います。 

なお契約締結にあたっては、本事業内容や精算手続きとの関係で実施期間について調整す

ることがあります。 

最終成果報告会での検討の結果、実証の継続が必要と判断されたプロジェクトについて

は、次年度の実証継続について事務局と調整を行うものとします。 
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（5）実施場所 

日本国内・海外 

 

（6）委託金額と経費の内容 

1 件あたり 500 万円～1,500 万円（消費税込）程度を実証費用とし、先進的な衛星リモー

トセンシングデータ利用モデルの提案を募集します。過去に本事業に採択されたプロジェク

トで実証したものと同じデータ利用モデルについて更に発展的な（実装や課題解決を目標と

する）実証等を行う提案も可能です。 

※1 件あたりの委託金額については、応募状況等によって柔軟に変更します。 

※実証プロジェクトに計上できる経費は、実証プロジェクトの契約締結日以降に発注し、実証プロジ

ェクト完了日までに支出が発生するものが対象です。 

※実証プロジェクトの経費については次のとおりとします。 

・人件費、事業費（データ購入、機材リース、旅費等）、一般管理費を計上できます。 

・外注費は原則として経費総額の 5 割未満とします。 

・実証プロジェクトを実施したことに対する利益の計上は認められません。 

 

＜計上可能な経費＞ 

区分 経費区分 内容 

人件費 

人件費 実証プロジェクトに直接従事する者の作業時間に対する人件費

（但し人件費として計上できるのは実証チームの申請代表企業・

団体に属する者の人件費となります。申請代表企業・団体以外の

企業・団体等に属する者の人件費は外注費・再委託費で計上して

ください。） 

事業費 

データ購入費 実証プロジェクトで使用する衛星データ等購入費 

機材リース費 実証プロジェクトで使用する機材（観測機器、ドローン等）等の

リース費 

旅費 実証プロジェクトを行うために必要な国内出張及び海外出張に係

る経費 

会議費 実証プロジェクトを行うために必要な会議、ワークショップ等に

要する経費（会場借料、飲料等（但し、飲食に係る経費は対象

外）等） 

謝金 実証プロジェクトを行うために必要な謝金（会議・ワークショッ

プ等に出席した外部専門家等の知見等に対する対価、講演・原稿

の執筆・研究協力等に対する対価） 

消耗品費 実証プロジェクトを行うために必要な物品であって備品等に属さ

ないもの（但し、当該実証プロジェクトのみで使用されることが

確認できるもの）の購入に要する費用 

補助員人件費 実証プロジェクトを行うために必要な補助員（アルバイト等）に

係る経費 
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区分 経費区分 内容 

外注費 

 

受託者が直接実施することができないものまたは適当でないもの

について、他の事業者に外注するための経費（請負契約） 

再委託費 契約内容の履行のため、受託者が当該実証プロジェクトの一部を

他社に行わせるために必要な経費（委託契約） 

その他諸経費 実証プロジェクトを行うために必要な経費のうち、当該実証プロ

ジェクトのために使用されることが特定・確認できるものであっ

て、他のいずれかの区分にも属さないもの 

－通信運搬費（郵便料、運送代等） 

－翻訳通訳 等 

一般管理費 

一般管理費 実証プロジェクトを行うために必要な経費であって、当該実証プ

ロジェクトに要した経費としての抽出、特定が困難なものについ

て、委託契約締結時の条件に基づき一定割合（原則 10%以内）の支

払を認められた間接経費 

 

経費支出上の注意※ 

人件費 
・実証チーム構成員に地方公共団体及び関連機関、政府関連機関など公的機関が

含まれる場合には、その人件費については、計上できません。 

交通費 

・社用車や自家用車、レンタカーの使用も認められますが、社用車の場合には、

社内規定に従い、自家用車・レンタカーの場合には、実証プロジェクトの遂行に

係る部分の燃料代、レンタル代のみの計上が認められます（本実証プロジェクト

遂行に係る部分を示すことができる証憑が必要です）。 

謝金 ・実証チーム構成員メンバーへの支出は認められません。 

手数料等 ・収入印紙代は計上できません。 

消費税 
・委託契約締結の際に課税事業者、非課税事業者のどちらかに該当するかを確認

します。 

   ※なお、本欄に記載の経費（交通費、手数料等）は、一般管理費に含まれる場合を除きます。 

 

＜留意事項＞ 

・応募は、実証チームの契約代表者（以下、「申請代表者」といいます）が行ってください。 

・申請代表者は、実証プロジェクト終了後、事務局に対して、実証プロジェクトの実施経費

に係る帳簿及び全ての証憑書類を備え、他の経費とは明確に区分した形で会計報告を行う

必要があります(実績報告書の提出)。また、実証プロジェクトの成果等をとりまとめた成

果報告書をご提出いただきます。 

・同一申請者から複数の実証プロジェクトを応募することも可能です。 

・実証事業を推進するにあたり計画の中で、外的要因の変化により実現が難しくなる項目があ

るというリスクやその対応策が想定される場合、公募提案書に強調表示のうえ記載いただく

とともに、プレゼン審査においてその根拠や理由をご説明してください。 

・見積書はプレゼン審査までにご提出いただきます。 
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・契約終了後、「額の確定検査」を行うため、実証終了後、必ず、各種支払いに係る見積書・契

約書・請求書・支払証明書等の証憑書類をご提出ください。 

   ※なお実証費用は、本事業の実証プロジェクト採択後に事務局と締結する委託契約終了後、「額の確定検

査」後、支払額が確定した後に支払われます（5（3）委託金額の確定及び委託費の支払い 参照）。 

契約期間中に、前払いや概算払いを行うことはできません。 

 

（7）実施件数 

4～7 件程度※ 

※内、一定程度は、「衛星リモートセンシングデータ利活用項目枠」、 

「S-NET 推進自治体枠」、及び「AI×衛星リモートセンシングデータ枠」とする。 

 

（8）委託契約の締結 

ア 本事業の実証プロジェクトに採択後、採択された実証チームの申請代表者は、事務局との

間で委託契約を締結します。 

 

（9）実証チーム申請代表者の責務 

ア 実証にあたっての委託費の適切な予算の執行 

申請代表者は、提案した実証プロジェクトが採択された場合は、今回の委託契約に係る

実証費用が国民の貴重な税金で賄われていることを十分に認識し、公正かつ効率的に予算

を執行する連帯責務があります。そのため、実証プロジェクトの遂行にあたっては、予算

の適切な管理（資金計画作成や進捗管理等）を行ってください。 

 

イ 実証プロジェクトの進捗管理等 

実証プロジェクトの実施にあたっては、実証チーム構成員による個々の作業の進捗管理

や最終報告会に向けた成果報告のための実証プロジェクト全体の成果管理等の必要なマ

ネジメントを行っていただき、実証プロジェクト全体の責任を負っていただきます。その

ため、より円滑で効率的な実証プロジェクトの遂行に向けて、実証チーム内の役割分担や

責任体制の明確化において、主導的役割を果たしてください。   

なお、マネジメントの一環として、実証プロジェクトの採択後、計画書の作成や月例報

告書等の提出、有識者による月例報告書や中間報告会における評価等への対応を行ってく

ださい。適宜、事務局ヒアリング（30 分～1時間程度）にもご対応ください。 

 

ウ 成果のアウトリーチ活動について 

国費による実証プロジェクトであることから、国内外での成果の発表を積極的に行って

ください。実証プロジェクトの実施に伴い、得られた成果を新聞・雑誌、論文等で発表する

場合は、「課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジ

ェクト（内閣府委託事業）」の成果である旨の記述を行ってください。 

 

エ その他の事項 

（ア）事務局との契約締結事項に従ってください。 
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（イ）実証プロジェクトの契約締結期間中において、スペース・ニューエコノミー創造ネット

ワーク（S-NET）など内閣府等が主催する会議やシンポジウム等での成果報告（年 1～2回

程度）をお願いすることもありますので、ご対応をお願いします。 

（ウ）本事業の評価、契約締結後の事務局による経理の調査、国の会計検査、その他監査等の

ご対応をお願いします。 

（エ）本事業の終了後、一定期間を経過した後に行われる追跡評価に際して、その後の実証プ

ロジェクトの状況などに関する情報提供やインタビュー等へのご対応をお願いします。 
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委託費の支払い 

（10）全体スケジュール 

予定 実証チーム（申請代表者） 事務局 

●公募期間 

＜公募開始＞ 

2024 年 4 月 19 日(金) 

＜公募締切＞ 

締切 2024 年 5 月 17 日(金)昼 12 時 必着 

  

●審査・委託先決定 

委託先決定：2024 年 6 月中旬～下旬頃

（予定） 

※申請件数・審査状況により、変更とな

る場合があります。 

 

●事業開始 

（委託先決定後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

●事業完了 

 

●最終成果報告 

 

 

●実績報告及び精算払い請求 

 

 

●委託費の支払い 

 

  

 

●事業完了以降 

 

  

  ※中間報告や月例報告における実証の進捗状況等によっては、委員との協議の上、実証の見直しや中止等の可能性も

ございます。 

実証チームへの 

事務処理説明会 

2024 年 6 月下旬（予定） 

オンライン 

 

事業開始 

契約・発注 

事業完了 

実績報告書 

の作成・提出 

期限：2025 年 3 月 17 日（月）まで 

 

確定通知発行 

提案書の申請 

（計画書等必要書類の提出） 

提案内容の書類審査 

精算払い請求 

成果の公表・追跡

調査への協力 

プレゼン審査 

(書類審査通過案件のみ) 

2024 年 6 月（予定） 

オンラインもしくは対面 

中間報告（※） 

2024 年 10 月(予定) 

 都内またはオンライン 

最終成果報告 

2025 年 3 月中旬(予定)  

都内またはオンライン 

進捗状況報告（月例）（※） 

進捗状況報告（月例）（※） 

確定検査実施 

（書類検査又は現地調査実施） 
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3 提案書の申請 

（1）提出書類・提出先 

電子メールにより、以下の提出先までご提出ください。 

 

ア 提出書類一覧 

No 書式 書類名称 備考 

1 指定 公募申請書 1 部 

2 指定 公募提案概要書 1 式 

3 指定 公募提案書 1 式 

4 指定 予算計画書 1 式 

5 指定 同意書 1 部 

 

イ ご提出方法 

（ア）電子メールによる提出 

必要事項をご記入の上、提出書類の電子ファイルを下記アドレスまでご送付ください。 

なお、電子ファイルは合計で 10 メガバイト以下に収まるようにしてください。 

10 メガバイトを超える場合は分割して提出してください。 

 

（イ）ご提出先 

（宛 名） 

一般財団法人 日本宇宙フォーラム 

「課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクト 」事務局  

担当 小林、菊地、深田 宛 

 

（電子ファイル） 

model＠jsforum.or.jp 

 

（ウ）その他 

   ご提出された提出書類の内容に関して質問をさせていただく場合がございますので、窓口と

なる方の氏名や E-MAIL アドレスなどを明記ください。 

 

（2）応募締切 

2024 年 5 月 17 日（金）昼 12:00（必着） 
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4 審査・選定 

（1）審査・選定プロセス 

 

※外部有識者の委員で構成される検討委員会により書類審査およびプレゼン審査を行います。 

※書類審査を通過した提案は、2024 年 6 月（予定）にオンラインもしくは対面にて実施するプレゼン審

査へ出席いただきます。プレゼン審査へと進んでいただく実証チームの申請代表者には、6 月中旬

（予定）までに事務局からご連絡します。チーム構成員によるコミットメントも審査対象になります

ので、プレゼン審査には可能な限りチーム構成員の参加をお願いします。事情により出席が難しい場

合は、事務局までご相談ください。 

 

（2）審査基準 

  本事業における実証プロジェクトの審査・採択にあたっては、応募いただいた内容で審

査・採択を行います。ただし、条件付で採択となった場合、条件等を踏まえて予算の調整を

公募開始
•2024年4月19日（金）

応募〆切
•2024年5月17日（金）昼12時必着

書類審査
•2024年5月中旬～下旬（予定）

プレゼン
審査

•2024年6月（予定） オンラインもしくは対面

採択後

•2024年6月中旬～6月下旬（予定）
事務局から実証プロジェクト採択の通知後、委託契約締結

開始
•2024年6月下旬（予定）以降、実証プロジェクト開始



 

13 

させていただくことがございます。 

  また、採択プロジェクトについては、審査結果と金額を考慮し検討委員会において決定し

ます。 

ア 審査基準 

（ア） 必須項目  

1 
事業目的及び公募

条件との整合性 

〇公募内容が、本公募要領 1(1)の目的に合致しているか。 

〇本公募要領 2の公募条件を満たしているか。 

 

 （イ）基礎項目 

2 
実証プロジェクト

内容の妥当性 

〇取組の背景と課題が明確か。 

〇実証プロジェクトの内容が具体的で、課題の解決方法が明確か。 

〇契約期間内に無理なく実現できる計画になっているか。 

〇到達目標及び評価指標が明確かつ適切か。 

〇実証プロジェクトによって期待される成果が、申請金額や支出項目の    

バランスに照らして妥当か。 

〇応募者は、実証プロジェクトに必要な財務・事務管理能力、体制、 

その他必要な能力（実績、ノウハウ等）を有しているか。 

3 

データ利用モデル

事業化計画の妥当

性 

〇事業化に向けたビジネスモデルは妥当か。 

（事業計画、資金調達計画、採算性、体制等が具体的に描けているか。） 

〇行政利用※を前提とするものにおいて、普及に向けて制度やマニュア

ルの見直しが必要なものについては、見直しに向けた対応策が具体的

に検討されているか。 

〇利用モデルの実用化によって、ユーザー等に提供される付加価値があ

るか。また、生産性向上、省力化・効率化、横展開等への効果が期待

されるか。 

※行政利用：法律等によって国・自治体等が民間等に求める業務や、国・自治体自身が行う業務での利用 

 

（ウ）加点項目  

4 
データ利用モデル

の先進性・新規性 

〇技術面や実証分野等の観点から先進性があるか、これまでに無かった

新しい発想での提案等新規性があるか。 

〇新たな顧客の開拓等ビジネスモデルに新規性があるか。 

○「衛星画像を高解像度化」、「複数の異なる軌道、センサー、もしくは解

像度の衛星から観測したデータを融合してまとめて使用」、あるいは「SAR

衛星について、観測データと航空写真をまとめて使用」するための AI技

術を活用しているか。 

5 

データ利用モデル実用

化の行政機関（地方自治

体含む）の業務効率化へ

の効果 

〇地方自治体を含む行政機関等の自らの業務で抱える課題をとらえてお

り、その解決に役立つか。 

〇地方自治体を含む行政機関等の業務効率化につながるか。 
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6 
データ利用モデルの事

業化に向けた姿勢等 

〇事業化に向けて会社として本気で取り組む姿勢があるか。 

（プレゼン審査のみで加点評価） 

 

 

5 事業開始～委託費の支払い 

（1）事業の開始及び事業完了 

ア 事業の開始 

実証チームは、事務局から実証プロジェクト採択通知後、委託事業の開始（設計・設備な

どの発注、契約等）にあたっては、以下の点にご留意ください。 

ご不明な点がある場合には、必ず事務局の担当者へ連絡して下さい。 

（ア） 経済産業省大臣官房会計課作成の「委託事業事務処理マニュアル」（令和 3 年 1 月版）

を参考にして事務処理を行うこと。 

(URL) https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2021_itaku_manual.pdf 

 （イ）書類審査通過後、速やかに見積書を提出すること。 

※見積書はその後、計画の変更に応じて、金額変更依頼をする可能性があります。 

（ウ）発注日、契約日は、事務局との委託契約締結日以降であること。 

（エ）原則として、競争入札又は相見積りによって契約の相手先を決定すること。 

（オ）当該年度に実施された設計、設備購入等については、当該年度中（または、委託事業実

績報告書提出の前まで）に対価の支払い及び精算が完了すること。 

 

イ 計画変更等 

各実証チームは、応募時に提案した事業内容の変更、経費区分に変更（経費区分のそれ

ぞれの額の 20％を超える場合）を加えようとするとき、採択された実証プロジェクトの中

止・廃止等を行うときは、事前に事務局の承認を受ける必要があります。 

なお、入札による減額は、事業内容が変更されたわけではないので、原則として事務局

の承認を受ける必要はありません。何らかの理由により必要経費が増額となる場合であっ

ても、契約締結後の契約金額の増額は原則認められません。 

 

ウ 申請の取下げ 

採択後、実証チームの都合で辞退する場合は、次回以降の応募の評価の際に減点を行う

ことがあります。 

 

エ 実証プロジェクトの遂行 

実証プロジェクトの契約期間中に事務局又は内閣府から実証プロジェクトの内容や進捗

状況に応じて専門のアドバイザーによるコンサルティングを行うことがあります。実証チ

ームの申請代表者は、契約締結後、本公募要領 2（9）イに従い、事務局に対し進捗状況を

報告するための月例報告書を指定の様式にて提出して下さい。月例報告書は、検討委員会

の委員、アドバイザー及び内閣府に共有し、実証プロジェクトの進捗状況の確認を行いま

す。 

なお、進捗状況報告および中間報告における各実証チームの進捗状況を勘案し、中間報
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告会以降に実証チームの課題に応じて委員、アドバイザー等からコンサルティング等を行

い、各実証プロジェクトを改善いただくことがあります。 

 

オ 実証プロジェクトの完了 

本事業に係る実証プロジェクトは、実証プロジェクトの実施及び実証チームにおける実

証費用（委託契約対象経費）支出完了（精算までを含む。）をもって事業の完了とします。 

また、実証チームから外注先等への代金支払方法は、原則、金融機関の振込で行って下

さい。クレジット契約、割賦契約等による支払いも可能ですが、実績報告前に支払いが完

了している必要があります。支払いの事実を証明できる証憑を準備してください。 

 

（2）完了報告 

ア 成果報告書の提出・最終成果報告会 

申請代表者は、事務局が指定する日までに成果報告書※を提出してください。 

※成果報告書は、概要版（指定書式）と詳細版（自由書式）を提出願います。成果報告書

はいずれも公開可能なものとし、詳細版には、指定された項目に基づき「実証プロジェク

トの実施結果」として、実証プロジェクトの具体的な実施スケジュール／実施プロセス、

実証の成果、当初目的からの達成度評価、実事業化に向けた道筋の想定及び課題、来年度

以降のビジネスモデル、事前質問・コメントに対する回答等について PowerPoint10 枚以内

に記載してください。 

提出された成果報告書に基づき、最終成果報告会にてプレゼンを行います。 

最終成果報告会での検討の結果、実証の継続が必要と判断されたプロジェクトについて

は、次年度の実証継続について事務局と調整を行うものとします。 

 

イ 実績報告書の提出 

申請代表者は、実証プロジェクトが完了した場合は、2025 年 3 月 17 日（月）までに実績

報告書を提出して下さい。 

 

＜完了報告の流れ＞ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

事業完了 

（実証プロジェクトの完了 

及び支払の完了） 

成果報告書 

提出 

確定検査 

（書類検査及び必要

に応じ現地検査） 

実績報告書 

提出 

最終成果 

報告会 
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ウ 提出書類一覧 

No. 書式 書類名称 備考 

6 指定 実績報告書  Word 

7 指定 

成果報告書（概要版）  PowerPoint、A4 サイズ横 1 枚 

 専用 HP やシンポジウムでの公開が前

提。プロジェクトの内容によって、記

載項目を変更する可能性があります。 

8 自由※ 
成果報告書（詳細版）  PowerPoint、A4 サイズ横 10 枚程度 

※ 指定する項目に沿って作成すること 

9 自由 

補足資料  PowerPoint、A4 サイズ横 15 枚程度 

 図表等を使用した、成果報告書を補足

する資料 

エ 完了報告書類の提出期限 

No. 書類名称 提出期限 

6 実績報告書 2025 年 3月 17 日（月） 

7,8,9 
成果報告書（概要版及び詳細版） 

補足資料 

別途、事務局が指定 

 

（3）委託金額の確定及び委託費の支払い 

ア 委託金額の確定 

事務局は、申請代表者からの実績報告書の提出を受けた後、書類検査及び必要に応じて

行う現地検査（以下「額の確定検査」という。）を行い、実証プロジェクトの成果が本事業

の採択決定の内容に適合すると認めた場合に、支払うべき委託契約金額の額を確定し、申

請代表者に通知します（以下「額の確定通知」という。）。 

なお、額の確定検査を行うにあたって、申請代表者にご用意して頂く書類は別途お知ら

せしますが、必ず、各種支払いに係る見積書・請求書・領収書等の証憑書類をご提出くださ

い。 

 

※実証チーム構成員の自社調達によってなされた設計、製作、物品購入等については、原価計

算により利益相当分を排除した額を委託対象経費の実績額とします。 

 

＜利益排除について＞ 

本事業の実証プロジェクトにおいて、実証費用の委託対象経費のうち、実証チーム構成員

の自社製品の調達がある場合、委託対象事業の実績額の中に実証チーム構成員の利益等相当

分が含まれることは、実証プロジェクトに係る委託契約が実証を目的としていることから、

ふさわしくないと捉えられます。 

このため、利益等排除の方法を原則、下記のとおり取り扱います。 
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① 利益等排除の対象となる調達先 

実証チーム構成員の場合、利益等排除の対象とします。 

 

② 利益等排除の対象範囲 

実証チーム構成員の自社製品が対象であり、実証チームの構成員（以下、「実証構成員」とい

う。）それぞれが本実証の経費を使って「自社製品の調達」つまり、自分で自分の会社から調

達する行為を行う場合は、利益排除の対象となります。ただし、実証構成員の間で、別の会

社間で調達を行う場合は利益排除の対象には当たりません。以下に対象範囲に関する例を示

します。 

 

i. 実証チームの代表企業（事務局と直接契約を締結するもの）が自社調達を行う場合 

実証チームの代表企業が本事業の中で自社が代理店となって販売する衛星データ等を自

社調達する場合は利益排除の対象となります。 

 

ii. 実証チームの代表企業でない実証構成員が自社調達を行う場合 

実証チームの代表企業でない実証構成員が、代表企業からの再委託等で本事業の実証予

算を執行する際、当該実証構成員が再委託等の契約実施において衛星データ等の自社調

達を行う場合は利益排除の対象となります。 

 

iii. 実証構成員が別の実証構成員から調達を行う場合 

実証構成員が別会社である実証構成員から衛星データ等の調達を行う場合は、通常の商

行為（原則として競争で調達）であり、本実証では利益排除の対象とはなりません。 

 

③ 利益等排除の方法 

原則、製造原価をもって委託対象経費とします。この場合の原価とは、当該調達品の製

造原価をいうこととします。 

但し、原価等を算出することが困難である場合は、他の合理的な説明をもって原価とし

て認める場合があります。 

 

イ 委託費の支払い 

申請代表者、事務局から「額の確定通知」を受けた後に、精算払請求書を提出し、その

後、支払いを受けることになります。 

 

ウ 委託費の返還、取消、罰則等 

万一、本公募要領に違反する行為がなされた場合は、以下の措置が講じられ得ることに

留意してください。 

 

（ア）支払決定の取消及び支払った実証費用の返還、加算金の計算及び納付、延滞金の納付。 

（イ）相当の期間委託費等の全部または一部の支払決定を行わないこと。 

（ウ）内閣府や事務局が所管する契約について、一定期間、指名等の対象外とすること。 
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（エ）府省等、その他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者

等について情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀し

た者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。 

また、府省等その他の資金配分機関から内閣府に情報提供があった場合も同様の措置と

します。 

（オ）実証チーム構成員の名称及び不正の内容の公表。 

 

（4）その他の事項 

ア 結果の公表について 

事務局は、本事業の実証プロジェクト採択後、本事業への応募件数及び実証プロジェク

ト採択件数、実証チーム、実証プロジェクト名、実証プロジェクトの概要等を本事業の専

用ホームページ等で公表します。 

また、成果報告書に基づき、実証結果についても専用ホームページ等で公表します。な

お、個々の情報の公表・非公表の取扱いについては、情報公開法に基づく情報開示に準ず

ることとします。 

 

イ 事業終了後の報告について 

本事業終了後 5 年間、実証データの収集・分析、導入効果等についての報告及び当該内

容や各種データ等の公表を内閣府又は事務局から求められる場合があります。 

 

ウ 秘密の保持 

提出された申請書等に係る情報は、本事業のみに使用します。提出された申請書は全て

審査委員に開示されますが、委員には秘密保持義務があります。 

また、実施計画書の内容（公開することを明示している部分）に関しては、事前告知を行

わず、内閣府又は事務局から公表される場合があります。 

取得した個人情報については、本事業の実証プロジェクトの採択審査における実施体制

の審査のために利用します。なお、取得した情報については、特定の個人を識別しない状

態に加工した上で、統計資料等に利用することがあります。 

ご提供いただいた個人情報は、上記の利用目的以外で利用することはありません（但し、

法令等により提供を求められた場合を除きます）。 

 

6 参考情報 

（1）衛星リモートセンシングデータ利用タスクフォースについて 

政府や自治体の業務の効率化や高度化に向けた衛星の適切な活用を民間に率先して進める

ため、関係府省から構成される衛星リモートセンシングデータ利用タスクフォースを開催し、

行政における衛星リモートセンシングデータ利用の実態や課題、推進方策の共有等を図って

おりますので、ご参考ください。 

（URL）https://www8.cao.go.jp/space/taskforce/rs/kaisai.html 
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（2）S-NET について 

S-NET（スペース・ニューエコノミー創造ネットワーク）は、セミナー等の実施を通じて、

宇宙ビジネスの裾野の拡大を図っております。自律的・持続的・実践的な取組へと一段と強

化し、自治体における宇宙ビジネス創出の支援、衛星データ利用等に関する講師の派遣など

を柱に据えた活動を行っていますので、ご参考ください。 

（URL）https://s-net.space/about 

 

（3）政府系衛星データプラットフォームについて 

「Tellus」や JAXA の「JAXA for Earth」では、無償で入手できる衛星データを揃えていま

すので、ぜひご活用ください。また、データの連携や提供機能を持つ「農業データ連携基盤」

（通称：WAGRI）も必要に応じてご活用ください。 

 

【Tellus】 

Tellus（テルース）は、政府衛星データを利用した新たなビジネスマーケットプレイスを

創出することを目的とした、日本初のオープン＆フリーな衛星データプラットフォームで

す。衛星データ、AI や画像解析用のソフトウェアが原則無償で利用可能で、衛星データ以

外の統計データ等複数のデータをかけ合わせ、新たなビジネス創出を促進するためのあら

ゆるファンクションを提供します。 

（URL）https://www.tellusxdp.com 

 

【JAXA for Earth】 

  JAXA が開発・運用を行っている、だいち/だいち 2号をはじめとした JAXA の地球観測衛

星や、気象衛星ひまわり等によって得られた観測データを検索することができます。 

（URL）http://earth.jaxa.jp/ 

 

【WAGRI】 

農業の担い手が、データを使って生産性の向上や、経営の改善に挑戦できる環境をつくる

ために、データの連携や提供機能を持つ「農業データ連携基盤」（通称：WAGRI）を構築。 

今後、生産現場での活用に加え、流通から消費まで連携を拡げ、多くの分野からの参画を

いただくため、平成 29年 8 月に「農業データ連携基盤協議会」（通称：WAGRI 協議会）を設

立しました。 

（URL）https://wagri.net/aboutwagri 

 

（4）グッドプラクティス事例集（第 2版） 

   本事例集では、日本国内外のリモートセンシング衛星を利用した製品・サービスの中から、

革新的なビジネスモデルをまとめました。本事例集の中の個別事例は、読者が衛星データを

利用して新しい事業を始めるヒントが得られるよう工夫されています。 

   国内の主な衛星データの仕様やデータ提供者の情報もまとめておりますので、ぜひご活用

ください。 

（事例集 URL）https://www8.cao.go.jp/space/goodpractice/r02/r02_jirei_all.pdf 
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（衛星データの仕様及び提供者（事例集より抜粋）URL） 

https://www8.cao.go.jp/space/goodpractice/r02/r02_jirei04.pdf 

 

7 お問合せ先 

本公募要領に関するお問合せは、原則的として、所属・氏名・質問事項を記載の上、電子メ

ール<model@jsforum.or.jp>でご連絡ください。簡単なお問合せについてはメールで受け付け

致しますが、場合によっては文書での送付をお願いすることがあります。 

 

＜お問合せ先＞ 

一般財団法人日本宇宙フォーラム  

「課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクト」

事務局  

担当 小林、菊地、深田 

e-mail: model@jsforum.or.jp 


